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船舶インシデント調査報告書 

 

                               平成２３年９月２９日 

                        運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

委   員  山 本 哲 也 

委   員  石 川 敏 行 

 

インシデント種類 運航不能（機関損傷） 

発生日時 平成２３年１月１４日 ０５時００分ごろ 

発生場所 島根県浜田市北方沖  

島根県江津市所在の石見大崎鼻灯台から真方位３１８°２８海里付近 

（概位 北緯３５°２２.８′ 東経１３１°５１.７′） 

インシデント調査の経過  平成２３年４月１１日、本インシデントの調査を担当する主管調査官

（広島事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等  

 

漁船 良 運
りょううん

丸、１４トン 

 ＳＮ２-２９３５（漁船登録番号）、有限会社良運漁業 

 １７.７２ｍ（Lr）×４.００ｍ×１.６５ｍ、軽合金 

 ディーゼル機関、５１５kＷ（連続最大）、平成１３年８月 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ５０歳 

 一級小型船舶操縦士、特殊小型船舶操縦士・特定 

免許登録日 昭和５３年５月１２日 

  免許証交付日 平成１９年６月１５日 

         （平成２５年３月２４日まで有効） 

 死傷者等 なし 

 損傷 クランク軸、全筒ピストン及びシリンダライナ並びに過給機ロータ焼損 

 インシデントの経過 

 

 本船は、船長ほか５人が乗り組み、島根県大田市五十猛
い そ た け

漁港を出港し、

浜田市北方沖の漁場に向けて航行していた。 

 船長は、主機を毎分回転数約１,０００で運転していたところ、クランク

ケースのガス抜き管から多量の白煙を排出する状況となり、平成２３年１

月１４日０５時００分ごろ、警報とともに主機が大きな音を発したことか

ら主機を停止した。 

 本船は、主機が始動できなくなり、付近を航行していた漁船にえい
．．

航さ

れて五十猛漁港に帰港し、主機を換装するなどの修理が行われた。 

 本船は、主機直結冷却海水ポンプ（以下「冷却海水ポンプ」という。）の

メカニカルシールから漏えい
．．

した海水が、クランクケース内に入っていた

ことが本インシデント後に判明した。 

 気象・海象 

 

気象：天気 曇り、風向 南南東、風力 ２ 

海象：平穏 

その他の事項 主機は、年間約２,３００時間運転されていた。 

 主機の冷却は、清水による間接冷却方式であり、主機後部に取り付けら

れたヤブスコ式の冷却海水ポンプが、歯車を介して駆動されるようになっ
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  ていた。 

 冷却海水ポンプは、ポンプ軸の貫通部にスタフィングボックスを設け、

海水側にメカニカルシール、クランクケース側にオイルシールがそれぞれ

軸封装置として組み込まれていた。 

 スタフィングボックスは、閉鎖された形状であり、各軸封装置から漏え
．

い
．
したドレンを排出する排出孔が底部に設けられていたが、同排出孔が塩

で閉塞していた。 

 船長は、平成２２年８月に冷却海水ポンプのインペラの点検を行った

が、新造後、メカニカルシールを新替えしたことがなく、スタフィングボ

ックスのドレン排出孔を点検していなかった。 

 主機は、システム油の圧力が０.１MPa まで低下すると警報を発するよう

になっていた。 

分析 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

あり 

あり 

なし 

 本船は、浜田市北方沖を航行中、主機のシステ

ム油に多量の海水が混入したことから、主機各部

の潤滑が阻害され、主機の運転ができなくなり、

運航不能となったものと推定される。 

 本船は、冷却海水ポンプのスタフィングボック

スに設けられたドレン排出孔が塩で閉塞していた

ことから、ポンプ側軸封装置からスタフィングボ

ックス中に漏えい
．．

した海水が、排出されずにクラ

ンクケース側軸封装置を経てクランクケース内に

混入したものと考えられる。 

 船長は、ふだんからスタフィングボックス底部

にあるドレン排出孔の点検を行っていれば、メカ

ニカルシールからの海水の漏えい
．．

に気付くことが

できたものと考えられる。 

原因  本インシデントは、夜間、本船が、浜田市北方沖を航行中、主機システ

ム油中に多量の海水が混入したため、主機各部の潤滑が阻害され、主機の

運転ができなくなったことにより発生したものと推定される。 

 




